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１．はじめに  

橋梁定期点検は，橋梁構成部材の劣化損傷状況を

近接目視により定期的に把握し，損傷程度の判定結

果について,所定の点検調書に損傷図や写真等を用い

て記録するものである．橋梁点検調書は，言わば道

路管理者と橋梁点検員，あるいは現担当者と将来担

当者との橋梁損傷に関するコミュニケーションツー

ルとして位置づけられる．  
平成 16 年 3 月に「橋梁定期点検要領（案）」１）

（以下，H16 要領）が発刊されて以来，国土交通省

をはじめとした道路関係機関では，管内の橋梁全て

を対象として，定期点検が実施されてきた．昨今で

はH16要領が発刊されて約5年を経過することから，

1 巡目の定期点検が終了し，2 巡目の段階に移行した

定期点検を実施する機関も増えてきている． 
一方，前回点検履歴を有する橋梁の 2 回目点検の

実施に当たっては，前回点検結果を加味した部材損

傷の進行性について評価を行う必要があるが，その

評価システムに関して，現在確立されたものはない．

唯一，H16 要領の「点検調書（その９）」において，

全損傷の前回点検結果と今回点検結果との対比表を

記載することとなっている． 
このような背景の下，本論文は 2 回目以降の橋梁

定期点検における前回点検結果を踏まえた損傷劣化

の進行性に関する評価整理手法について提案を行う

ものである． 
 

２．橋梁定期点検調書の機能と役割 
 国土交通省等における橋梁定期点検では，旧版の 
「橋梁点検要領（案）（S63.7）」2）の改訂要領とし

て，「橋梁定期点検要領（案）（H16.3）」が出され，

損傷種別の見直しや，対応区分等の設定がなされた．

H16 要領に規定される点検調書は，（その 1）～（そ

の 11）の調書により構成され，一般図，状況写真，

損傷図，損傷写真，損傷判定結果等により，現地の 
 
 
 

損傷発生状況の調査結果を記録・保存する機能を有

している．特に，損傷度の判定については，損傷の

種別に応じて，健全な状態から使用不能の状態まで，

5 段階の評価区分図-2.1）が設定されている． 
また，定期点検は 5 年に 1 回点検することが基本

となっており，点検調書（その９）図-2.2）では，評価

結果の総括として，前回点検時の損傷度判定結果を

比較することにより，各部材の劣化損傷の進行の有

無が把握できるものとなっている． 
 

 定期点検損傷度評価標準（ＲＣ床版例） 

 
図-2.1 橋梁定期点検の損傷度判定（ＲＣ床版例） 
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図-2.2 点検調書（その９）の構成 
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３．定期点検の損傷進行性把握に関する課題 

道路関係機関で取り組まれている橋梁点検は，定

期的に部材損傷を調査するものであり，基本的には

調査年度における部材損傷の状態を評価すればよい．

前項に示すとおり，損傷の進行性に関しては，部材

の損傷度判定結果を比較することにより，判定結果

の相違により，その進行性を評価することは可能で

ある．しかしながら，5 段階の評価区分は，各損傷の

延長，面積に準じて定量的に判断するものではなく，

損傷の広がり（部材に占める割合），損傷程度の大

きさ等により，定性的に判断されるものであるため，

同一の損傷度判定結果であっても，その損傷の状況

が 5 年前と一定であるとは限らない．また，損傷度

判定結果が異なる場合においても，部材の評価対象

とした損傷が同一のものとは限らず，損傷程度の「進

行」か，新たな損傷発生による「進展」か，は不明

である．橋梁定期点検運用上における損傷の進行性

を評価する場合の課題を表-3.1 に整理する． 
表-3.1 進行性把握に関する課題 

項目 橋梁点検運用上の課題 

評価の区分 ５段階の損傷判定には，評価の幅がある 

評価の対象 
部材要素単位の評価であるため，損傷度判

定の対象とした損傷が固定されていない． 

評価者 
前回点検と今回点検の評価者が異なり，判

断の視点が異なる可能性がある． 

 
４．橋梁定期点検における進行性評価の提案 

2 回目以降の橋梁定期点検における損傷の進行性

を評価するための資料として、損傷進行調書図-4.1）の

作成，及び損傷度評価結果を活用した比較検証デー

タの整理図-4.2）を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）損傷進行調書の作成 

前回点検調書の損傷図・損傷写真を活用して，今

回点検時と比較した調査票を別途作成する．対象と

する損傷は，経年的な傾向が見られる「防食機能の

劣化」や「腐食」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」

等が望ましい．これにより，損傷箇所の時系列的な

進行程度や広がり等の状況把握が容易となる． 
（２）損傷進行比較データ整理 

前回点検及び今回点検の損傷度判定結果データを

用いて，橋梁単位あるいは部材単位での損傷度推移

状況を比較検証する．これにより，損傷の進行や新

たな損傷の発現，補修工事等による健全性の回復な

どの状況を可視的に把握することができる． 
 

５．おわりに  

本稿では，2 回目以降の橋梁定期点検における損傷

の進行性に着目した評価整理手法について，以下の

提案を行った． 
①定期点検は，その調査年における瞬間の調査結果

であり，その結果を比較整列することで，ある程

度のマクロな進行性把握を行うことは可能である． 
②定期点検における定期性を加味し，前回調書を活

用したアレンジを行うことで，損傷の進行性や進

展性を比較的詳細に把握することが可能と考える． 
③ただし，個別損傷の詳細な劣化進行の状態を調査

するには，別途詳細調査等により，対象損傷を限

定した定量的なモニタリングを行う必要がある． 
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図-4.1 部材損傷進行調書（例） 
図-4.2 損傷進行比較データ整理
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